
○ 普通交付税の算定に当たり、地方団体が実施するこども・子育て政策の全体像を示し、こども・子育て政策に係る基準財政
需要額の算定をより的確なものとするため、新たな算定費目「こども子育て費」を創設。

○ 「こども未来戦略」等に基づく地方団体の取組に係る財政需要と、既存の算定費目のうち、こども・子育て政策に係る部分を
統合し、「こども子育て費」において一括して算定。
※ 人口に占める18歳以下人口の割合が小さい団体に配慮した補正措置を講じる。

こども子育て費の概要

（保健）衛生費
（測定単位：人口）

社会福祉費
（測定単位：人口）

その他の教育費
（測定単位：人口等）

こども子育て費
（測定単位：18歳以下人口）

【単位費用】
道府県 ： 98,600円
市町村 ： 159,000円

【R6地方財政計画】
• 「こども未来戦略」に基づく地方団体の財政需要
• こども・子育て政策（ソフト）増額分

※ このほか、包括算定経費からも一部移管

既存費目のうち、
こども・子育て政策
に係る部分を統合 ５．１兆円

県分：１．８兆円
市分：３．３兆円
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